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第１章　総則

第１　幼保連携型認定こども園における教育及び
保育の基本及び目標等

１　幼保連携型認定こども園における教育及び保
育の基本
乳幼児期の教育及び保育は、子どもの健全な心

身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基
礎を培う重要なものであり、幼保連携型認定こど
も園における教育及び保育は、就学前の子どもに
関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律（平成18年法律第77号。以下「認定こど
も園法」という｡)第２条第７項に規定する目的及
び第９条に掲げる目標を達成するため、乳幼児期
全体を通して、その特性及び保護者や地域の実態
を踏まえ、環境を通して行うものであることを基
本とし、家庭や地域での生活を含めた園児の生活
全体が豊かなものとなるように努めなければな
らない。
このため保育教諭等は、園児との信頼関係を十

分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体
的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、
これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考
えたりするようになる幼児期の教育における見
方・考え方を生かし、その活動が豊かに展開され
るよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び
保育の環境を創造するように努めるものとする。
これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育及
び保育を行わなければならない。

(1)　乳幼児期は周囲への依存を基盤にしつつ自立
に向かうものであることを考慮して、周囲との信
頼関係に支えられた生活の中で、園児一人一人が
安心感と信頼感をもっていろいろな活動に取り
組む体験を十分に積み重ねられるようにするこ
と。

(2)　乳幼児期においては生命の保持が図られ安定
した情緒の下で自己を十分に発揮することによ
り発達に必要な体験を得ていくものであること
を考慮して、園児の主体的な活動を促し、乳幼児
期にふさわしい生活が展開されるようにするこ

と。
(3)　乳幼児期における自発的な活動としての遊び

は、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な
学習であることを考慮して、遊びを通しての指導
を中心として第２章に示すねらいが総合的に達
成されるようにすること。

(4)　乳幼児期における発達は、心身の諸側面が相互
に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げら
れていくものであること、また、園児の生活経験
がそれぞれ異なることなどを考慮して、園児一人
一人の特性や発達の過程に応じ、発達の課題に即
した指導を行うようにすること。
その際、保育教諭等は、園児の主体的な活動が

確保されるよう、園児一人一人の行動の理解と予
想に基づき、計画的に環境を構成しなければなら
ない。この場合において、保育教諭等は、園児と
人やものとの関わりが重要であることを踏まえ、
教材を工夫し、物的・空間的環境を構成しなけれ
ばならない。また、園児一人一人の活動の場面に
応じて、様々な役割を果たし、その活動を豊かに
しなければならない。
なお、幼保連携型認定こども園における教育及

び保育は、園児が入園してから修了するまでの在
園期間全体を通して行われるものであり、この章
の第３に示す幼保連携型認定こども園として特
に配慮すべき事項を十分に踏まえて行うものと
する。

２　幼保連携型認定こども園における教育及び保
育の目標
幼保連携型認定こども園は、家庭との連携を図

りながら、この章の第１の１に示す幼保連携型認
定こども園における教育及び保育の基本に基づ
いて一体的に展開される幼保連携型認定こども
園における生活を通して、生きる力の基礎を育成
するよう認定こども園法第９条に規定する幼保
連携型認定こども園の教育及び保育の目標の達
成に努めなければならない。幼保連携型認定こど
も園は、このことにより、義務教育及びその後の
教育の基礎を培うとともに、子どもの最善の利益
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を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者と共に
園児を心身ともに健やかに育成するものとする。
なお、認定こども園法第９条に規定する幼保連

携型認定こども園の教育及び保育の目標につい
ては、発達や学びの連続性及び生活の連続性の観
点から、小学校就学の始期に達するまでの時期を
通じ、その達成に向けて努力すべき目当てとなる
ものであることから、満３歳未満の園児の保育に
も当てはまることに留意するものとする。

３　幼保連携型認定こども園の教育及び保育にお
いて育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりま
でに育ってほしい姿」

(1)　幼保連携型認定こども園においては、生きる力
の基礎を育むため、この章の１に示す幼保連携型
認定こども園の教育及び保育の基本を踏まえ、次
に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努める
ものとする。
ア　豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、

分かったり、できるようになったりする「知識
及び技能の基礎」

イ　気付いたことや、できるようになったことな
どを使い、考えたり、試したり、工夫したり、
表現したりする「思考力、判断力、表現力等の
基礎」

ウ　心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活
を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」

(2)　(1)に示す資質・能力は、第２章に示すねらい
及び内容に基づく活動全体によって育むもので
ある。

(3)　次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい
姿」は、第２章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体を通して資質・能力が育まれている園児
の幼保連携型認定こども園修了時の具体的な姿
であり、保育教諭等が指導を行う際に考慮するも
のである。
ア　健康な心と体

幼保連携型認定こども園における生活の中
で、充実感をもって自分のやりたいことに向
かって心と体を十分に働かせ、見通しをもっ
て行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出
すようになる。

イ　自立心
身近な環境に主体的に関わり様々な活動を

楽しむ中で、しなければならないことを自覚
し、自分の力で行うために考えたり、工夫した

りしながら、諦めずにやり遂げることで達成
感を味わい、自信をもって行動するようにな
る。

ウ　協同性
友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを

共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、
工夫したり、協力したりし、充実感をもってや
り遂げるようになる。

エ　道徳性・規範意識の芽生え
友達と様々な体験を重ねる中で、してよいこ

とや悪いことが分かり、自分の行動を振り返
ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の
立場に立って行動するようになる。また、きま
りを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調
整し、友達と折り合いを付けながら、きまりを
つくったり、守ったりするようになる。

オ　社会生活との関わり
家族を大切にしようとする気持ちをもつと

ともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人と
の様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを
考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地
域に親しみをもつようになる。また、幼保連携
型認定こども園内外の様々な環境に関わる中
で、遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情報
に基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活
用したりするなど、情報を役立てながら活動
するようになるとともに、公共の施設を大切
に利用するなどして、社会とのつながりなど
を意識するようになる。

カ　思考力の芽生え
身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質

や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、
考えたり、予想したり、工夫したりするなど、
多様な関わりを楽しむようになる。また、友達
の様々な考えに触れる中で、自分と異なる考
えがあることに気付き、自ら判断したり、考え
直したりするなど、新しい考えを生み出す喜
びを味わいながら、自分の考えをよりよいも
のにするようになる。

キ　自然との関わり・生命尊重
自然に触れて感動する体験を通して、自然の

変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもっ
て考え言葉などで表現しながら、身近な事象
への関心が高まるとともに、自然への愛情や
畏敬の念をもつようになる。また、身近な動植
物に心を動かされる中で、生命の不思議さや
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尊さに気付き、身近な動植物への接し方を考
え、命あるものとしていたわり、大切にする気
持ちをもって関わるようになる。

ク　数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字

などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の
役割に気付いたりし、自らの必要感に基づき
これらを活用し、興味や関心、感覚をもつよう
になる。

ケ　言葉による伝え合い
保育教諭等や友達と心を通わせる中で、絵本

や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表
現を身に付け、経験したことや考えたことな
どを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞
いたりし、言葉による伝え合いを楽しむよう
になる。

コ　豊かな感性と表現
心を動かす出来事などに触れ感性を働かせ

る中で、様々な素材の特徴や表現の仕方など
に気付き、感じたことや考えたことを自分で
表現したり、友達同士で表現する過程を楽し
んだりし、表現する喜びを味わい、意欲をもつ
ようになる。

第２　教育及び保育の内容並びに子育ての支援等
に関する全体的な計画等

１　教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に
関する全体的な計画の作成等

(1)　教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に
関する全体的な計画の役割
各幼保連携型認定こども園においては、教育基

本法（平成18年法律第120号）、児童福祉法（昭
和22年法律第164号）及び認定こども園法その
他の法令並びにこの幼保連携型認定こども園教
育・保育要領の示すところに従い、教育と保育を
一体的に提供するため、創意工夫を生かし、園児
の心身の発達と幼保連携型認定こども園、家庭及
び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の
内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計
画を作成するものとする。
教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に

関する全体的な計画とは、教育と保育を一体的に
捉え、園児の入園から修了までの在園期間の全体
にわたり、幼保連携型認定こども園の目標に向か
ってどのような過程をたどって教育及び保育を
進めていくかを明らかにするものであり、子育て

の支援と有機的に連携し、園児の園生活全体を捉
え、作成する計画である。
各幼保連携型認定こども園においては、「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ教育
及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する
全体的な計画を作成すること、その実施状況を評
価して改善を図っていくこと、また実施に必要な
人的又は物的な体制を確保するとともにその改
善を図っていくことなどを通して、教育及び保育
の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な
計画に基づき組織的かつ計画的に各幼保連携型
認定こども園の教育及び保育活動の質の向上を
図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメ
ント」という。）に努めるものとする。

(2)　各幼保連携型認定こども園の教育及び保育の
目標と教育及び保育の内容並びに子育ての支援
等に関する全体的な計画の作成
教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に

関する全体的な計画の作成に当たっては、幼保連
携型認定こども園の教育及び保育において育み
たい資質・能力を踏まえつつ、各幼保連携型認定
こども園の教育及び保育の目標を明確にすると
ともに、教育及び保育の内容並びに子育ての支援
等に関する全体的な計画の作成についての基本
的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努め
るものとする。

(3)　教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に
関する全体的な計画の作成上の基本的事項
ア　幼保連携型認定こども園における生活の全

体を通して第２章に示すねらいが総合的に達
成されるよう、教育課程に係る教育期間や園
児の生活経験や発達の過程などを考慮して具
体的なねらいと内容を組織するものとする。
この場合においては、特に、自我が芽生え、他
者の存在を意識し、自己を抑制しようとする
気持ちが生まれるなどの乳幼児期の発達の特
性を踏まえ、入園から修了に至るまでの長期
的な視野をもって充実した生活が展開できる
ように配慮するものとする。

イ　幼保連携型認定こども園の満３歳以上の園
児の教育課程に係る教育週数は、特別の事情
のある場合を除き、39週を下ってはならない。

ウ　幼保連携型認定こども園の１日の教育課程
に係る教育時間は、４時間を標準とする。ただ
し、園児の心身の発達の程度や季節などに適
切に配慮するものとする。
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エ　幼保連携型認定こども園の保育を必要とす
る子どもに該当する園児に対する教育及び保
育の時間（満３歳以上の保育を必要とする子
どもに該当する園児については、この章の第
２の１の (3)ウに規定する教育時間を含む。)
は、１日につき８時間を原則とし、園長がこれ
を定める。ただし、その地方における園児の保
護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮す
るものとする。

(4)　教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に
関する全体的な計画の実施上の留意事項
各幼保連携型認定こども園においては、園長の

方針の下に、園務分掌に基づき保育教諭等職員が
適切に役割を分担しつつ、相互に連携しながら、
教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関
する全体的な計画や指導の改善を図るものとす
る。また、各幼保連携型認定こども園が行う教育
及び保育等に係る評価については、教育及び保育
の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な
計画の作成、実施、改善が教育及び保育活動や園
運営の中核となることを踏まえ、カリキュラム・
マネジメントと関連付けながら実施するよう留
意するものとする。

(5)　小学校教育との接続に当たっての留意事項
ア　幼保連携型認定こども園においては、その教

育及び保育が、小学校以降の生活や学習の基
盤の育成につながることに配慮し、乳幼児期
にふさわしい生活を通して、創造的な思考や
主体的な生活態度などの基礎を培うようにす
るものとする。

イ　幼保連携型認定こども園の教育及び保育に
おいて育まれた資質・能力を踏まえ、小学校
教育が円滑に行われるよう、小学校の教師と
の意見交換や合同の研究の機会などを設け、
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共
有するなど連携を図り、幼保連携型認定こど
も園における教育及び保育と小学校教育との
円滑な接続を図るよう努めるものとする。

２　指導計画の作成と園児の理解に基づいた評価
(1)　指導計画の考え方

幼保連携型認定こども園における教育及び保
育は、園児が自ら意欲をもって環境と関わること
によりつくり出される具体的な活動を通して、そ
の目標の達成を図るものである。
幼保連携型認定こども園においてはこのこと

を踏まえ、乳幼児期にふさわしい生活が展開さ
れ、適切な指導が行われるよう、調和のとれた組
織的、発展的な指導計画を作成し、園児の活動に
沿った柔軟な指導を行わなければならない。

(2)　指導計画の作成上の基本的事項
ア　指導計画は、園児の発達に即して園児一人一

人が乳幼児期にふさわしい生活を展開し、必
要な体験を得られるようにするために、具体
的に作成するものとする。

イ　指導計画の作成に当たっては、次に示すとこ
ろにより、具体的なねらい及び内容を明確に
設定し、適切な環境を構成することなどによ
り活動が選択・展開されるようにするものと
する。

(ア)　具体的なねらい及び内容は、幼保連携型認
定こども園の生活における園児の発達の過程
を見通し、園児の生活の連続性、季節の変化な
どを考慮して、園児の興味や関心、発達の実情
などに応じて設定すること。

(イ)　環境は、具体的なねらいを達成するために
適切なものとなるように構成し、園児が自ら
その環境に関わることにより様々な活動を展
開しつつ必要な体験を得られるようにするこ
と。その際、園児の生活する姿や発想を大切に
し、常にその環境が適切なものとなるように
すること。

(ウ)　園児の行う具体的な活動は、生活の流れの
中で様々に変化するものであることに留意
し、園児が望ましい方向に向かって自ら活動
を展開していくことができるよう必要な援助
をすること。
その際、園児の実態及び園児を取り巻く状況

の変化などに即して指導の過程についての評
価を適切に行い、常に指導計画の改善を図る
ものとする。

(3)　指導計画の作成上の留意事項
指導計画の作成に当たっては、次の事項に留意

するものとする。
ア　園児の生活は、入園当初の一人一人の遊びや

保育教諭等との触れ合いを通して幼保連携型
認定こども園の生活に親しみ、安定していく
時期から、他の園児との関わりの中で園児の
主体的な活動が深まり、園児が互いに必要な
存在であることを認識するようになる。その
後、園児同士や学級全体で目的をもって協同
して幼保連携型認定こども園の生活を展開
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し、深めていく時期などに至るまでの過程を
様々に経ながら広げられていくものである。
これらを考慮し、活動がそれぞれの時期にふ
さわしく展開されるようにすること。
また、園児の入園当初の教育及び保育に当た

っては、既に在園している園児に不安や動揺
を与えないようにしつつ、可能な限り個別的
に対応し、園児が安定感を得て、次第に幼保連
携型認定こども園の生活になじんでいくよう
配慮すること。

イ　長期的に発達を見通した年、学期、月などに
わたる長期の指導計画やこれとの関連を保ち
ながらより具体的な園児の生活に即した週、
日などの短期の指導計画を作成し、適切な指
導が行われるようにすること。特に、週、日な
どの短期の指導計画については、園児の生活
のリズムに配慮し、園児の意識や興味の連続
性のある活動が相互に関連して幼保連携型認
定こども園の生活の自然な流れの中に組み込
まれるようにすること。

ウ　園児が様々な人やものとの関わりを通して、
多様な体験をし、心身の調和のとれた発達を
促すようにしていくこと。その際、園児の発達
に即して主体的・対話的で深い学びが実現す
るようにするとともに、心を動かされる体験
が次の活動を生み出すことを考慮し、一つ一
つの体験が相互に結び付き、幼保連携型認定
こども園の生活が充実するようにすること。

エ　言語に関する能力の発達と思考力等の発達
が関連していることを踏まえ、幼保連携型認
定こども園における生活全体を通して、園児
の発達を踏まえた言語環境を整え、言語活動
の充実を図ること。

オ　園児が次の活動への期待や意欲をもつこと
ができるよう、園児の実態を踏まえながら、保
育教諭等や他の園児と共に遊びや生活の中で
見通しをもったり、振り返ったりするよう工
夫すること。

カ　行事の指導に当たっては、幼保連携型認定こ
ども園の生活の自然な流れの中で生活に変化
や潤いを与え、園児が主体的に楽しく活動で
きるようにすること。なお、それぞれの行事に
ついては教育及び保育における価値を十分検
討し、適切なものを精選し、園児の負担になら
ないようにすること。

キ　乳幼児期は直接的な体験が重要であること

を踏まえ、視聴覚教材やコンピュータなど情
報機器を活用する際には、幼保連携型認定こ
ども園の生活では得難い体験を補完するな
ど、園児の体験との関連を考慮すること。

ク　園児の主体的な活動を促すためには、保育教
諭等が多様な関わりをもつことが重要である
ことを踏まえ、保育教諭等は、理解者、共同作
業者など様々な役割を果たし、園児の情緒の
安定や発達に必要な豊かな体験が得られるよ
う、活動の場面に応じて、園児の人権や園児一
人一人の個人差等に配慮した適切な指導を行
うようにすること。

ケ　園児の行う活動は、個人、グループ、学級全
体などで多様に展開されるものであることを
踏まえ、幼保連携型認定こども園全体の職員
による協力体制を作りながら、園児一人一人
が興味や欲求を十分に満足させるよう適切な
援助を行うようにすること。

コ　園児の生活は、家庭を基盤として地域社会を
通じて次第に広がりをもつものであることに
留意し、家庭との連携を十分に図るなど、幼保
連携型認定こども園における生活が家庭や地
域社会と連続性を保ちつつ展開されるように
するものとする。その際、地域の自然、高齢者
や異年齢の子どもなどを含む人材、行事や公
共施設などの地域の資源を積極的に活用し、
園児が豊かな生活体験を得られるように工夫
するものとする。また、家庭との連携に当たっ
ては、保護者との情報交換の機会を設けたり、
保護者と園児との活動の機会を設けたりなど
することを通じて、保護者の乳幼児期の教育
及び保育に関する理解が深まるよう配慮する
ものとする。

サ　地域や幼保連携型認定こども園の実態等に
より、幼保連携型認定こども園間に加え、幼稚
園、保育所等の保育施設、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校などとの間の連携や
交流を図るものとする。特に、小学校教育との
円滑な接続のため、幼保連携型認定こども園
の園児と小学校の児童との交流の機会を積極
的に設けるようにするものとする。また、障害
のある園児児童生徒との交流及び共同学習の
機会を設け、共に尊重し合いながら協働して
生活していく態度を育むよう努めるものとす
る。

(4)　園児の理解に基づいた評価の実施
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園児一人一人の発達の理解に基づいた評価の
実施に当たっては、次の事項に配慮するものとす
る。
ア　指導の過程を振り返りながら園児の理解を

進め、園児一人一人のよさや可能性などを把
握し、指導の改善に生かすようにすること。そ
の際、他の園児との比較や一定の基準に対す
る達成度についての評定によって捉えるもの
ではないことに留意すること。

イ　評価の妥当性や信頼性が高められるよう創
意工夫を行い、組織的かつ計画的な取組を推
進するとともに、次年度又は小学校等にその
内容が適切に引き継がれるようにすること。

３　特別な配慮を必要とする園児への指導
(1)　障害のある園児などへの指導

障害のある園児などへの指導に当たっては、集
団の中で生活することを通して全体的な発達を
促していくことに配慮し、適切な環境の下で、障
害のある園児が他の園児との生活を通して共に
成長できるよう、特別支援学校などの助言又は援
助を活用しつつ、個々の園児の障害の状態などに
応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ
計画的に行うものとする。また、家庭、地域及び
医療や福祉、保健等の業務を行う関係機関との連
携を図り、長期的な視点で園児への教育及び保育
的支援を行うために、個別の教育及び保育支援計
画を作成し活用することに努めるとともに、個々
の園児の実態を的確に把握し、個別の指導計画を
作成し活用することに努めるものとする。

(2)　海外から帰国した園児や生活に必要な日本語
の習得に困難のある園児の幼保連携型認定こど
も園の生活への適応
海外から帰国した園児や生活に必要な日本語

の習得に困難のある園児については、安心して自
己を発揮できるよう配慮するなど個々の園児の
実態に応じ、指導内容や指導方法の工夫を組織的
かつ計画的に行うものとする。

第３　幼保連携型認定こども園として特に配慮す
べき事項
幼保連携型認定こども園における教育及び保

育を行うに当たっては、次の事項について特に配
慮しなければならない。

１　当該幼保連携型認定こども園に入園した年齢

により集団生活の経験年数が異なる園児がいる
ことに配慮する等、０歳から小学校就学前までの
一貫した教育及び保育を園児の発達や学びの連
続性を考慮して展開していくこと。特に満３歳以
上については入園する園児が多いことや同一学
年の園児で編制される学級の中で生活すること
などを踏まえ、家庭や他の保育施設等との連携や
引継ぎを円滑に行うとともに、環境の工夫をする
こと。

２　園児の一日の生活の連続性及びリズムの多様
性に配慮するとともに、保護者の生活形態を反映
した園児の在園時間の長短、入園時期や登園日数
の違いを踏まえ、園児一人一人の状況に応じ、教
育及び保育の内容やその展開について工夫をす
ること。特に入園及び年度当初においては、家庭
との連携の下、園児一人一人の生活の仕方やリズ
ムに十分に配慮して一日の自然な生活の流れを
つくり出していくようにすること。

３　環境を通して行う教育及び保育の活動の充実
を図るため、幼保連携型認定こども園における教
育及び保育の環境の構成に当たっては、乳幼児期
の特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、次の事
項に留意すること。

(1)　０歳から小学校就学前までの様々な年齢の園
児の発達の特性を踏まえ、満３歳未満の園児につ
いては特に健康、安全や発達の確保を十分に図る
とともに、満３歳以上の園児については同一学年
の園児で編制される学級による集団活動の中で
遊びを中心とする園児の主体的な活動を通して
発達や学びを促す経験が得られるよう工夫をす
ること。特に、満３歳以上の園児同士が共に育ち、
学び合いながら、豊かな体験を積み重ねることが
できるよう工夫をすること。

(2)　在園時間が異なる多様な園児がいることを踏
まえ、園児の生活が安定するよう、家庭や地域、幼
保連携型認定こども園における生活の連続性を
確保するとともに、一日の生活のリズムを整える
よう工夫をすること。特に満３歳未満の園児につ
いては睡眠時間等の個人差に配慮するとともに、
満３歳以上の園児については集中して遊ぶ場と
家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調
和等の工夫をすること。

(3)　家庭や地域において異年齢の子どもと関わる
機会が減少していることを踏まえ、満３歳以上の
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園児については、学級による集団活動とともに、
満３歳未満の園児を含む異年齢の園児による活
動を、園児の発達の状況にも配慮しつつ適切に組
み合わせて設定するなどの工夫をすること。

(4)　満３歳以上の園児については、特に長期的な休
業中、園児が過ごす家庭や園などの生活の場が異
なることを踏まえ、それぞれの多様な生活経験が
長期的な休業などの終了後等の園生活に生かさ
れるよう工夫をすること。

４　指導計画を作成する際には、この章に示す指導
計画の作成上の留意事項を踏まえるとともに、次
の事項にも特に配慮すること。

(1)　園児の発達の個人差、入園した年齢の違いなど
による集団生活の経験年数の差、家庭環境等を踏
まえ、園児一人一人の発達の特性や課題に十分留
意すること。特に満３歳未満の園児については、
大人への依存度が極めて高い等の特性があるこ
とから、個別的な対応を図ること。また、園児の
集団生活への円滑な接続について、家庭等との連
携及び協力を図る等十分留意すること。

(2)　園児の発達の連続性を考慮した教育及び保育
を展開する際には、次の事項に留意すること。
ア　満３歳未満の園児については、園児一人一人

の生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、
個別的な計画を作成すること。

イ　満３歳以上の園児については、個の成長と、
園児相互の関係や協同的な活動が促されるよ
う考慮すること。

ウ　異年齢で構成されるグループ等での指導に
当たっては、園児一人一人の生活や経験、発達
の過程などを把握し、適切な指導や環境の構
成ができるよう考慮すること。

(3)　一日の生活のリズムや在園時間が異なる園児
が共に過ごすことを踏まえ、活動と休息、緊張感
と解放感等の調和を図るとともに、園児に不安や
動揺を与えないようにする等の配慮を行うこと。
その際、担当の保育教諭等が替わる場合には、園
児の様子等引継ぎを行い、十分な連携を図るこ
と。

(4)　午睡は生活のリズムを構成する重要な要素で
あり、安心して眠ることのできる安全な午睡環境
を確保するとともに、在園時間が異なることや、
睡眠時間は園児の発達の状況や個人によって差
があることから、一律とならないよう配慮するこ
と。

(5)　長時間にわたる教育及び保育については、園児
の発達の過程、生活のリズム及び心身の状態に十
分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、
家庭との連携などを指導計画に位置付けること。

５　生命の保持や情緒の安定を図るなど養護の行
き届いた環境の下、幼保連携型認定こども園にお
ける教育及び保育を展開すること。

(1)　園児一人一人が、快適にかつ健康で安全に過ご
せるようにするとともに、その生理的欲求が十分
に満たされ、健康増進が積極的に図られるように
するため、次の事項に留意すること。
ア　園児一人一人の平常の健康状態や発育及び

発達の状態を的確に把握し、異常を感じる場
合は、速やかに適切に対応すること。

イ　家庭との連携を密にし、学校医等との連携を
図りながら、園児の疾病や事故防止に関する
認識を深め、保健的で安全な環境の維持及び
向上に努めること。

ウ　清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答
的な関わりを通して、園児の生理的欲求を満
たしていくこと。また、家庭と協力しながら、
園児の発達の過程等に応じた適切な生活のリ
ズムがつくられていくようにすること。

エ　園児の発達の過程等に応じて、適度な運動と
休息をとることができるようにすること。ま
た、食事、排泄

��
、睡眠、衣類の着脱、身の回り

を清潔にすることなどについて、園児が意欲
的に生活できるよう適切に援助すること。

(2)　園児一人一人が安定感をもって過ごし、自
分の気持ちを安心して表すことができるよう
にするとともに、周囲から主体として受け止
められ主体として育ち、自分を肯定する気持
ちが育まれていくようにし、くつろいで共に
過ごし、心身の疲れが癒やされるようにする
ため、次の事項に留意すること。

ア　園児一人一人の置かれている状態や発達の
過程などを的確に把握し、園児の欲求を適切
に満たしながら、応答的な触れ合いや言葉掛
けを行うこと。

イ　園児一人一人の気持ちを受容し、共感しなが
ら、園児との継続的な信頼関係を築いていく
こと。

ウ　保育教諭等との信頼関係を基盤に、園児一人
一人が主体的に活動し、自発性や探索意欲な
どを高めるとともに、自分への自信をもつこ
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とができるよう成長の過程を見守り、適切に
働き掛けること。

エ　園児一人一人の生活のリズム、発達の過程、
在園時間などに応じて、活動内容のバランス
や調和を図りながら、適切な食事や休息がと
れるようにすること。

６　園児の健康及び安全は、園児の生命の保持と健
やかな生活の基本であり、幼保連携型認定こども
園の生活全体を通して健康や安全に関する管理
や指導、食育の推進等に十分留意すること。

７　保護者に対する子育ての支援に当たっては、こ
の章に示す幼保連携型認定こども園における教
育及び保育の基本及び目標を踏まえ、子どもに対
する学校としての教育及び児童福祉施設として
の保育並びに保護者に対する子育ての支援につ
いて相互に有機的な連携が図られるようにする
こと。また、幼保連携型認定こども園の目的の達
成に資するため、保護者が子どもの成長に気付き
子育ての喜びが感じられるよう、幼保連携型認定
こども園の特性を生かした子育ての支援に努め
ること。

第２章　ねらい及び内容並びに配慮事項

この章に示すねらいは、幼保連携型認定こども園
の教育及び保育において育みたい資質・能力を園
児の生活する姿から捉えたものであり、内容は、ね
らいを達成するために指導する事項である。各視点
や領域は、この時期の発達の特徴を踏まえ、教育及
び保育のねらい及び内容を乳幼児の発達の側面か
ら、乳児は三つの視点として、幼児は五つの領域と
してまとめ、示したものである。内容の取扱いは、園
児の発達を踏まえた指導を行うに当たって留意す
べき事項である。
各視点や領域に示すねらいは、幼保連携型認定こ

ども園における生活の全体を通じ、園児が様々な体
験を積み重ねる中で相互に関連をもちながら次第
に達成に向かうものであること、内容は、園児が環
境に関わって展開する具体的な活動を通して総合
的に指導されるものであることに留意しなければ
ならない。
また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

が、ねらい及び内容に基づく活動全体を通して資
質・能力が育まれている園児の幼保連携型認定こ

ども園修了時の具体的な姿であることを踏まえ、指
導を行う際に考慮するものとする。
なお、特に必要な場合には、各視点や領域に示す

ねらいの趣旨に基づいて適切な、具体的な内容を工
夫し、それを加えても差し支えないが、その場合に
は、それが第１章の第１に示す幼保連携型認定こど
も園の教育及び保育の基本及び目標を逸脱しない
よう慎重に配慮する必要がある。

第１　乳児期の園児の保育に関するねらい及び内
容

基本的事項
１　乳児期の発達については、視覚、聴覚などの感

覚や、座る、はう、歩くなどの運動機能が著しく
発達し、特定の大人との応答的な関わりを通じ
て、情緒的な絆

���
が形成されるといった特徴があ

る。これらの発達の特徴を踏まえて、乳児期の園
児の保育は、愛情豊かに、応答的に行われること
が特に必要である。

２　本項においては、この時期の発達の特徴を踏ま
え、乳児期の園児の保育のねらい及び内容につい
ては、身体的発達に関する視点「健やかに伸び伸
びと育つ」、社会的発達に関する視点「身近な人と
気持ちが通じ合う」及び精神的発達に関する視点

「身近なものと関わり感性が育つ」としてまとめ、
示している。

ねらい及び内容

健やかに伸び伸びと育つ
〔健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつ

くり出す力の基盤を培う。〕
１　ねらい
(1)　身体感覚が育ち、快適な環境に心地よさを感じ

る。
(2)　伸び伸びと体を動かし、はう、歩くなどの運動

をしようとする。
(3)　食事、睡眠等の生活のリズムの感覚が芽生え

る。
２　内容
(1)　保育教諭等の愛情豊かな受容の下で、生理的・

心理的欲求を満たし、心地よく生活をする。
(2)　一人一人の発育に応じて、はう、立つ、歩くな

ど、十分に体を動かす。
(3)　個人差に応じて授乳を行い、離乳を進めていく

中で、様々な食品に少しずつ慣れ、食べることを
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楽しむ。
(4)　一人一人の生活のリズムに応じて、安全な環境

の下で十分に午睡をする。
(5)　おむつ交換や衣服の着脱などを通じて、清潔に

なることの心地よさを感じる。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　心と体の健康は、相互に密接な関連があるもの
であることを踏まえ、温かい触れ合いの中で、心
と体の発達を促すこと。特に、寝返り、お座り、は
いはい、つかまり立ち、伝い歩きなど、発育に応
じて、遊びの中で体を動かす機会を十分に確保
し、自ら体を動かそうとする意欲が育つようにす
ること。

(2)　健康な心と体を育てるためには望ましい食習
慣の形成が重要であることを踏まえ、離乳食が完
了期へと徐々に移行する中で、様々な食品に慣れ
るようにするとともに、和やかな雰囲気の中で食
べる喜びや楽しさを味わい、進んで食べようとす
る気持ちが育つようにすること。なお、食物アレ
ルギーのある園児への対応については、学校医等
の指示や協力の下に適切に対応すること。

身近な人と気持ちが通じ合う
〔受容的・応答的な関わりの下で、何かを伝えよう

とする意欲や身近な大人との信頼関係を育て、人
と関わる力の基盤を培う。〕

１　ねらい
(1)　安心できる関係の下で、身近な人と共に過ごす

喜びを感じる。
(2)　体の動きや表情、発声等により、保育教諭等と

気持ちを通わせようとする。
(3)　身近な人と親しみ、関わりを深め、愛情や信頼

感が芽生える。
２　内容
(1)　園児からの働き掛けを踏まえた、応答的な触れ

合いや言葉掛けによって、欲求が満たされ、安定
感をもって過ごす。

(2)　体の動きや表情、発声、喃
��
語等を優しく受け止

めてもらい、保育教諭等とのやり取りを楽しむ。
(3)　生活や遊びの中で、自分の身近な人の存在に気

付き、親しみの気持ちを表す。
(4)　保育教諭等による語り掛けや歌い掛け、発声や

喃
��
語等への応答を通じて、言葉の理解や発語の意

欲が育つ。

(5)　温かく、受容的な関わりを通じて、自分を肯定
する気持ちが芽生える。

３　内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す

る必要がある。
(1)　保育教諭等との信頼関係に支えられて生活を

確立していくことが人と関わる基盤となること
を考慮して、園児の多様な感情を受け止め、温か
く受容的・応答的に関わり、一人一人に応じた適
切な援助を行うようにすること。

(2)　身近な人に親しみをもって接し、自分の感情な
どを表し、それに相手が応答する言葉を聞くこと
を通して、次第に言葉が獲得されていくことを考
慮して、楽しい雰囲気の中での保育教諭等との関
わり合いを大切にし、ゆっくりと優しく話し掛け
るなど、積極的に言葉のやり取りを楽しむことが
できるようにすること。

身近なものと関わり感性が育つ
〔身近な環境に興味や好奇心をもって関わり、感じ
たことや考えたことを表現する力の基盤を培う。〕

１　ねらい
(1)　身の回りのものに親しみ、様々なものに興味や

関心をもつ。
(2)　見る、触れる、探索するなど、身近な環境に自

分から関わろうとする。
(3)　身体の諸感覚による認識が豊かになり、表情や

手足、体の動き等で表現する。
２　内容
(1)　身近な生活用具、玩具や絵本などが用意された

中で、身の回りのものに対する興味や好奇心をも
つ。

(2)　生活や遊びの中で様々なものに触れ、音、形、
色、手触りなどに気付き、感覚の働きを豊かにす
る。

(3)　保育教諭等と一緒に様々な色彩や形のものや
絵本などを見る。

(4)　玩具や身の回りのものを、つまむ、つかむ、た
たく、引っ張るなど、手や指を使って遊ぶ。

(5)　保育教諭等のあやし遊びに機嫌よく応じたり、
歌やリズムに合わせて手足や体を動かして楽し
んだりする。

３　内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す

る必要がある。
(1)　玩具などは、音質、形、色、大きさなど園児の
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発達状態に応じて適切なものを選び、その時々の
園児の興味や関心を踏まえるなど、遊びを通して
感覚の発達が促されるものとなるように工夫す
ること。なお、安全な環境の下で、園児が探索意
欲を満たして自由に遊べるよう、身の回りのもの
については常に十分な点検を行うこと。

(2)　乳児期においては、表情、発声、体の動きなど
で、感情を表現することが多いことから、これら
の表現しようとする意欲を積極的に受け止めて、
園児が様々な活動を楽しむことを通して表現が
豊かになるようにすること。

第２　満１歳以上満３歳未満の園児の保育に関す
るねらい及び内容

基本的事項
１この時期においては、歩き始めから、歩く、走る、

跳ぶなどへと、基本的な運動機能が次第に発達
し、排泄

��
の自立のための身体的機能も整うように

なる。つまむ、めくるなどの指先の機能も発達し、
食事、衣類の着脱なども、保育教諭等の援助の下
で自分で行うようになる。発声も明瞭になり、語
彙も増加し、自分の意思や欲求を言葉で表出でき
るようになる。このように自分でできることが増
えてくる時期であることから、保育教諭等は、園
児の生活の安定を図りながら、自分でしようとす
る気持ちを尊重し、温かく見守るとともに、愛情
豊かに、応答的に関わることが必要である。

２　本項においては、この時期の発達の特徴を踏ま
え、保育のねらい及び内容について、心身の健康
に関する領域「健康」、人との関わりに関する領域

「人間関係」、身近な環境との関わりに関する領域
「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感
性と表現に関する領域「表現」としてまとめ、示
している。

ねらい及び内容

健康

〔健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつ
くり出す力を養う。〕

１　ねらい
(1)　明るく伸び伸びと生活し、自分から体を動かす

ことを楽しむ。
(2)　自分の体を十分に動かし、様々な動きをしよう

とする。
(3)　健康、安全な生活に必要な習慣に気付き、自分

でしてみようとする気持ちが育つ。

２　内容
(1)　保育教諭等の愛情豊かな受容の下で、安定感を

もって生活をする。
(2)　食事や午睡、遊びと休息など、幼保連携型認定

こども園における生活のリズムが形成される。
(3)　走る、跳ぶ、登る、押す、引っ張るなど全身を

使う遊びを楽しむ。
(4)　様々な食品や調理形態に慣れ、ゆったりとした

雰囲気の中で食事や間食を楽しむ。
(5)　身の回りを清潔に保つ心地よさを感じ、その習

慣が少しずつ身に付く。
(6)　保育教諭等の助けを借りながら、衣類の着脱を

自分でしようとする。
(7)　便器での排泄

��
に慣れ、自分で排泄

��
ができるよう

になる。
３　内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意する
必要がある。

(1)　心と体の健康は、相互に密接な関連があるもの
であることを踏まえ、園児の気持ちに配慮した温
かい触れ合いの中で、心と体の発達を促すこと。
特に、一人一人の発育に応じて、体を動かす機会
を十分に確保し、自ら体を動かそうとする意欲が
育つようにすること。

(2)　健康な心と体を育てるためには望ましい食習
慣の形成が重要であることを踏まえ、ゆったりと
した雰囲気の中で食べる喜びや楽しさを味わい、
進んで食べようとする気持ちが育つようにする
こと。なお、食物アレルギーのある園児への対応
については、学校医等の指示や協力の下に適切に
対応すること。

(3)　排泄
��
の習慣については、一人一人の排尿間隔等

を踏まえ、おむつが汚れていないときに便器に座
らせるなどにより、少しずつ慣れさせるようにす
ること。

(4)　食事、排泄
��
、睡眠、衣類の着脱、身の回りを清

潔にすることなど、生活に必要な基本的な習慣に
ついては、一人一人の状態に応じ、落ち着いた雰
囲気の中で行うようにし、園児が自分でしようと
する気持ちを尊重すること。また、基本的な生活
習慣の形成に当たっては、家庭での生活経験に配
慮し、家庭との適切な連携の下で行うようにする
こと。

人間関係
〔他の人々と親しみ、支え合って生活するために、



自立心を育て、人と関わる力を養う。〕
１　ねらい
(1)　幼保連携型認定こども園での生活を楽しみ、身

近な人と関わる心地よさを感じる。
(2)　周囲の園児等への興味・関心が高まり、関わり

をもとうとする。
(3)　幼保連携型認定こども園の生活の仕方に慣れ、

きまりの大切さに気付く。
２　内容
(1)　保育教諭等や周囲の園児等との安定した関係

の中で、共に過ごす心地よさを感じる。
(2)　保育教諭等の受容的・応答的な関わりの中で、

欲求を適切に満たし、安定感をもって過ごす。
(3)　身の回りに様々な人がいることに気付き、徐々

に他の園児と関わりをもって遊ぶ。
(4)　保育教諭等の仲立ちにより、他の園児との関わ

り方を少しずつ身につける。
(5)　幼保連携型認定こども園の生活の仕方に慣れ、

きまりがあることや、その大切さに気付く。
(6)　生活や遊びの中で、年長児や保育教諭等の真似

をしたり、ごっこ遊びを楽しんだりする。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　保育教諭等との信頼関係に支えられて生活を
確立するとともに、自分で何かをしようとする気
持ちが旺盛になる時期であることに鑑み、そのよ
うな園児の気持ちを尊重し、温かく見守るととも
に、愛情豊かに、応答的に関わり、適切な援助を
行うようにすること。

(2)　思い通りにいかない場合等の園児の不安定な
感情の表出については、保育教諭等が受容的に受
け止めるとともに、そうした気持ちから立ち直る
経験や感情をコントロールすることへの気付き
等につなげていけるように援助すること。

(3)　この時期は自己と他者との違いの認識がまだ
十分ではないことから、園児の自我の育ちを見守
るとともに、保育教諭等が仲立ちとなって、自分
の気持ちを相手に伝えることや相手の気持ちに
気付くことの大切さなど、友達の気持ちや友達と
の関わり方を丁寧に伝えていくこと。

環境

〔周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関
わり、それらを生活に取り入れていこうとする力
を養う。〕

１　ねらい
(1)　身近な環境に親しみ、触れ合う中で、様々なも

のに興味や関心をもつ。
(2)　様々なものに関わる中で、発見を楽しんだり、

考えたりしようとする。
(3)　見る、聞く、触るなどの経験を通して、感覚の

働きを豊かにする。
２　内容
(1)　安全で活動しやすい環境での探索活動等を通

して、見る、聞く、触れる、嗅ぐ、味わうなどの
感覚の働きを豊かにする。

(2)　玩具、絵本、遊具などに興味をもち、それらを
使った遊びを楽しむ。

(3)　身の回りの物に触れる中で、形、色、大きさ、量
などの物の性質や仕組みに気付く。

(4)　自分の物と人の物の区別や、場所的感覚など、
環境を捉える感覚が育つ。

(5)　身近な生き物に気付き、親しみをもつ。
(6)　近隣の生活や季節の行事などに興味や関心を

もつ。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　玩具などは、音質、形、色、大きさなど園児の
発達状態に応じて適切なものを選び、遊びを通し
て感覚の発達が促されるように工夫すること。

(2)　身近な生き物との関わりについては、園児が命
を感じ、生命の尊さに気付く経験へとつながるも
のであることから、そうした気付きを促すような
関わりとなるようにすること。

(3)　地域の生活や季節の行事などに触れる際には、
社会とのつながりや地域社会の文化への気付き
につながるものとなることが望ましいこと。その
際、幼保連携型認定こども園内外の行事や地域の
人々との触れ合いなどを通して行うこと等も考
慮すること。

言葉

〔経験したことや考えたことなどを自分なりの言
葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲
や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現す
る力を養う。〕

１　ねらい
(1)　言葉遊びや言葉で表現する楽しさを感じる。
(2)　人の言葉や話などを聞き、自分でも思ったこと

を伝えようとする。
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(3)　絵本や物語等に親しむとともに、言葉のやり取
りを通じて身近な人と気持ちを通わせる。

２　内容
(1)　保育教諭等の応答的な関わりや話し掛けによ

り、自ら言葉を使おうとする。
(2)　生活に必要な簡単な言葉に気付き、聞き分け

る。
(3)　親しみをもって日常の挨拶に応じる。
(4)　絵本や紙芝居を楽しみ、簡単な言葉を繰り返し

たり、模倣をしたりして遊ぶ。
(5)　保育教諭等とごっこ遊びをする中で、言葉のや

り取りを楽しむ。
(6)　保育教諭等を仲立ちとして、生活や遊びの中で

友達との言葉のやり取りを楽しむ。
(7)　保育教諭等や友達の言葉や話に興味や関心を

もって、聞いたり、話したりする。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　身近な人に親しみをもって接し、自分の感情な
どを伝え、それに相手が応答し、その言葉を聞く
ことを通して、次第に言葉が獲得されていくもの
であることを考慮して、楽しい雰囲気の中で保育
教諭等との言葉のやり取りができるようにする
こと。

(2)　園児が自分の思いを言葉で伝えるとともに、他
の園児の話などを聞くことを通して、次第に話を
理解し、言葉による伝え合いができるようになる
よう、気持ちや経験等の言語化を行うことを援助
するなど、園児同士の関わりの仲立ちを行うよう
にすること。

(3)　この時期は、片言から、二語文、ごっこ遊びで
のやり取りができる程度へと、大きく言葉の習得
が進む時期であることから、それぞれの園児の発
達の状況に応じて、遊びや関わりの工夫など、保
育の内容を適切に展開することが必要であるこ
と。

表現

〔感じたことや考えたことを自分なりに表現する
ことを通して、豊かな感性や表現する力を養い、
創造性を豊かにする。〕

１　ねらい
(1)　身体の諸感覚の経験を豊かにし、様々な感覚を

味わう。
(2)　感じたことや考えたことなどを自分なりに表

現しようとする。
(3)　生活や遊びの様々な体験を通して、イメージや

感性が豊かになる。
２　内容
(1)　水、砂、土、紙、粘土など様々な素材に触れて

楽しむ。
(2)　音楽、リズムやそれに合わせた体の動きを楽し

む。
(3)　生活の中で様々な音、形、色、手触り、動き、味、

香りなどに気付いたり、感じたりして楽しむ。
(4)　歌を歌ったり、簡単な手遊びや全身を使う遊び

を楽しんだりする。
(5)　保育教諭等からの話や、生活や遊びの中での出

来事を通して、イメージを豊かにする。
(6)　生活や遊びの中で、興味のあることや経験した

ことなどを自分なりに表現する。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　園児の表現は、遊びや生活の様々な場面で表出
されているものであることから、それらを積極的
に受け止め、様々な表現の仕方や感性を豊かにす
る経験となるようにすること。

(2)　園児が試行錯誤しながら様々な表現を楽しむ
ことや、自分の力でやり遂げる充実感などに気付
くよう、温かく見守るとともに、適切に援助を行
うようにすること。

(3)　様々な感情の表現等を通じて、園児が自分の感
情や気持ちに気付くようになる時期であること
に鑑み、受容的な関わりの中で自信をもって表現
をすることや、諦めずに続けた後の達成感等を感
じられるような経験が蓄積されるようにするこ
と。

(4)　身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発
見や心が動く経験が得られるよう、諸感覚を働か
せることを楽しむ遊びや素材を用意するなど保
育の環境を整えること。

第３　満３歳以上の園児の教育及び保育に関する

ねらい及び内容

基本的事項

１　この時期においては、運動機能の発達により、
基本的な動作が一通りできるようになるととも
に、基本的な生活習慣もほぼ自立できるようにな
る。理解する語彙数が急激に増加し、知的興味や
関心も高まってくる。仲間と遊び、仲間の中の一
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人という自覚が生じ、集団的な遊びや協同的な活
動も見られるようになる。これらの発達の特徴を
踏まえて、この時期の教育及び保育においては、
個の成長と集団としての活動の充実が図られる
ようにしなければならない。

２　本項においては、この時期の発達の特徴を踏ま
え、教育及び保育のねらい及び内容について、心
身の健康に関する領域「健康」、人との関わりに関
する領域「人間関係」、身近な環境との関わりに関
する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」
及び感性と表現に関する領域「表現」としてまと
め、示している。

ねらい及び内容

健康

〔健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつ
くり出す力を養う。〕

１　ねらい
(1)　明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。
(2)　自分の体を十分に動かし、進んで運動しようと

する。
(3)　健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付

け、見通しをもって行動する。
２　内容
(1)　保育教諭等や友達と触れ合い、安定感をもって

行動する。
(2)　いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。
(3)　進んで戸外で遊ぶ。
(4)　様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。
(5)　保育教諭等や友達と食べることを楽しみ、食べ

物への興味や関心をもつ。
(6)　健康な生活のリズムを身に付ける。
(7)　身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄

��

などの生活に必要な活動を自分でする。
(8)　幼保連携型認定こども園における生活の仕方

を知り、自分たちで生活の場を整えながら見通し
をもって行動する。

(9)　自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必
要な活動を進んで行う。

(10)　危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動
の仕方が分かり、安全に気を付けて行動する。

３　内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す

る必要がある。
(1)　心と体の健康は、相互に密接な関連があるもの

であることを踏まえ、園児が保育教諭等や他の園

児との温かい触れ合いの中で自己の存在感や充
実感を味わうことなどを基盤として、しなやかな
心と体の発達を促すこと。特に、十分に体を動か
す気持ちよさを体験し、自ら体を動かそうとする
意欲が育つようにすること。

(2)　様々な遊びの中で、園児が興味や関心、能力に
応じて全身を使って活動することにより、体を動
かす楽しさを味わい、自分の体を大切にしようと
する気持ちが育つようにすること。その際、多様
な動きを経験する中で、体の動きを調整するよう
にすること。

(3)　自然の中で伸び伸びと体を動かして遊ぶこと
により、体の諸機能の発達が促されることに留意
し、園児の興味や関心が戸外にも向くようにする
こと。その際、園児の動線に配慮した園庭や遊具
の配置などを工夫すること。

(4)　健康な心と体を育てるためには食育を通じた
望ましい食習慣の形成が大切であることを踏ま
え、園児の食生活の実情に配慮し、和やかな雰囲
気の中で保育教諭等や他の園児と食べる喜びや
楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や関
心をもったりするなどし、食の大切さに気付き、
進んで食べようとする気持ちが育つようにする
こと。

(5)　基本的な生活習慣の形成に当たっては、家庭で
の生活経験に配慮し、園児の自立心を育て、園児
が他の園児と関わりながら主体的な活動を展開
する中で、生活に必要な習慣を身に付け、次第に
見通しをもって行動できるようにすること。

(6)　安全に関する指導に当たっては、情緒の安定を
図り、遊びを通して安全についての構えを身に付
け、危険な場所や事物などが分かり、安全につい
ての理解を深めるようにすること。また、交通安
全の習慣を身に付けるようにするとともに、避難
訓練などを通して、災害などの緊急時に適切な行
動がとれるようにすること。

人間関係

〔他の人々と親しみ、支え合って生活するために、
自立心を育て、人と関わる力を養う。〕

１　ねらい
(1)　幼保連携型認定こども園の生活を楽しみ、自分

の力で行動することの充実感を味わう。
(2)　身近な人と親しみ、関わりを深め、工夫したり、

協力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、
愛情や信頼感をもつ。
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(3)　社会生活における望ましい習慣や態度を身に
付ける。

２　内容
(1)　保育教諭等や友達と共に過ごすことの喜びを

味わう。
(2)　自分で考え、自分で行動する。
(3)　自分でできることは自分でする。
(4)　いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂

げようとする気持ちをもつ。
(5)　友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを

共感し合う。
(6)　自分の思ったことを相手に伝え、相手の思って

いることに気付く。
(7)　友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを

味わう。
(8)　友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見い

だし、工夫したり、協力したりなどする。
(9)　よいことや悪いことがあることに気付き、考え

ながら行動する。
(10)　友達との関わりを深め、思いやりをもつ。
(11)　友達と楽しく生活する中できまりの大切さに

気付き、守ろうとする。
(12)　共同の遊具や用具を大切にし、皆で使う。
(13)　高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活

に関係の深いいろいろな人に親しみをもつ。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　保育教諭等との信頼関係に支えられて自分自
身の生活を確立していくことが人と関わる基盤
となることを考慮し、園児が自ら周囲に働き掛け
ることにより多様な感情を体験し、試行錯誤しな
がら諦めずにやり遂げることの達成感や、前向き
な見通しをもって自分の力で行うことの充実感
を味わうことができるよう、園児の行動を見守り
ながら適切な援助を行うようにすること。

(2)　一人一人を生かした集団を形成しながら人と
関わる力を育てていくようにすること。その際、
集団の生活の中で、園児が自己を発揮し、保育教
諭等や他の園児に認められる体験をし、自分のよ
さや特徴に気付き、自信をもって行動できるよう
にすること。

(3)　園児が互いに関わりを深め、協同して遊ぶよう
になるため、自ら行動する力を育てるようにする
とともに、他の園児と試行錯誤しながら活動を展
開する楽しさや共通の目的が実現する喜びを味

わうことができるようにすること。
(4)　道徳性の芽生えを培うに当たっては、基本的な

生活習慣の形成を図るとともに、園児が他の園児
との関わりの中で他人の存在に気付き、相手を尊
重する気持ちをもって行動できるようにし、ま
た、自然や身近な動植物に親しむことなどを通し
て豊かな心情が育つようにすること。特に、人に
対する信頼感や思いやりの気持ちは、葛藤やつま
ずきをも体験し、それらを乗り越えることにより
次第に芽生えてくることに配慮すること。

(5)　集団の生活を通して、園児が人との関わりを深
め、規範意識の芽生えが培われることを考慮し、
園児が保育教諭等との信頼関係に支えられて自
己を発揮する中で、互いに思いを主張し、折り合
いを付ける体験をし、きまりの必要性などに気付
き、自分の気持ちを調整する力が育つようにする
こと。

(6)　高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活
に関係の深いいろいろな人と触れ合い、自分の感
情や意志を表現しながら共に楽しみ、共感し合う
体験を通して、これらの人々などに親しみをも
ち、人と関わることの楽しさや人の役に立つ喜び
を味わうことができるようにすること。また、生
活を通して親や祖父母などの家族の愛情に気付
き、家族を大切にしようとする気持ちが育つよう
にすること。

環境

〔周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関
わり、それらを生活に取り入れていこうとする力
を養う。〕

１　ねらい
(1)　身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々

な事象に興味や関心をもつ。
(2)　身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだ

り、考えたりし、それを生活に取り入れようとす
る。

(3)　身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする
中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を
豊かにする。

２　内容
(1)　自然に触れて生活し、その大きさ、美しさ、不

思議さなどに気付く。
(2)　生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組

みに興味や関心をもつ。
(3)　季節により自然や人間の生活に変化のあるこ
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とに気付く。
(4)　自然などの身近な事象に関心をもち、取り入れ

て遊ぶ。
(5)　身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊

さに気付き、いたわったり、大切にしたりする。
(6)　日常生活の中で、我が国や地域社会における

様々な文化や伝統に親しむ。
(7)　身近な物を大切にする。
(8)　身近な物や遊具に興味をもって関わり、自分な

りに比べたり、関連付けたりしながら考えたり、
試したりして工夫して遊ぶ。

(9)　日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。
(10)　日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心

をもつ。
(11)　生活に関係の深い情報や施設などに興味や関

心をもつ。
(12)　幼保連携型認定こども園内外の行事において

国旗に親しむ。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　園児が、遊びの中で周囲の環境と関わり、次第
に周囲の世界に好奇心を抱き、その意味や操作の
仕方に関心をもち、物事の法則性に気付き、自分
なりに考えることができるようになる過程を大
切にすること。また、他の園児の考えなどに触れ
て新しい考えを生み出す喜びや楽しさを味わい、
自分の考えをよりよいものにしようとする気持
ちが育つようにすること。

(2)　幼児期において自然のもつ意味は大きく、自然
の大きさ、美しさ、不思議さなどに直接触れる体
験を通して、園児の心が安らぎ、豊かな感情、好
奇心、思考力、表現力の基礎が培われることを踏
まえ、園児が自然との関わりを深めることができ
るよう工夫すること。

(3)　身近な事象や動植物に対する感動を伝え合い、
共感し合うことなどを通して自分から関わろう
とする意欲を育てるとともに、様々な関わり方を
通してそれらに対する親しみや畏敬の念、生命を
大切にする気持ち、公共心、探究心などが養われ
るようにすること。

(4)　文化や伝統に親しむ際には、正月や節句など我
が国の伝統的な行事、国歌、唱歌、わらべうたや
我が国の伝統的な遊びに親しんだり、異なる文化
に触れる活動に親しんだりすることを通じて、社
会とのつながりの意識や国際理解の意識の芽生

えなどが養われるようにすること。
(5)　数量や文字などに関しては、日常生活の中で園

児自身の必要感に基づく体験を大切にし、数量や
文字などに関する興味や関心、感覚が養われるよ
うにすること。

言葉

〔経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉
で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や
態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する
力を養う。〕

１　ねらい
(1)　自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わ

う。
(2)　人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験した

ことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わ
う。

(3)　日常生活に必要な言葉が分かるようになると
ともに、絵本や物語などに親しみ、言葉に対する
感覚を豊かにし、保育教諭等や友達と心を通わせ
る。

２　内容
(1)　保育教諭等や友達の言葉や話に興味や関心を

もち、親しみをもって聞いたり、話したりする。
(2)　したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えた

りなどしたことを自分なりに言葉で表現する。
(3)　したいこと、してほしいことを言葉で表現した

り、分からないことを尋ねたりする。
(4)　人の話を注意して聞き、相手に分かるように話

す。
(5)　生活の中で必要な言葉が分かり、使う。
(6)　親しみをもって日常の挨拶をする。
(7)　生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く。
(8)　いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊

かにする。
(9)　絵本や物語などに親しみ、興味をもって聞き、

想像をする楽しさを味わう。
(10)　日常生活の中で、文字などで伝える楽しさを

味わう。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　言葉は、身近な人に親しみをもって接し、自分
の感情や意志などを伝え、それに相手が応答し、
その言葉を聞くことを通して次第に獲得されて
いくものであることを考慮して、園児が保育教諭

42



等や他の園児と関わることにより心を動かされ
るような体験をし、言葉を交わす喜びを味わえる
ようにすること。

(2)　園児が自分の思いを言葉で伝えるとともに、保
育教諭等や他の園児などの話を興味をもって注
意して聞くことを通して次第に話を理解するよ
うになっていき、言葉による伝え合いができるよ
うにすること。

(3)　絵本や物語などで、その内容と自分の経験とを
結び付けたり、想像を巡らせたりするなど、楽し
みを十分に味わうことによって、次第に豊かなイ
メージをもち、言葉に対する感覚が養われるよう
にすること。

(4)　園児が生活の中で、言葉の響きやリズム、新し
い言葉や表現などに触れ、これらを使う楽しさを
味わえるようにすること。その際、絵本や物語に
親しんだり、言葉遊びなどをしたりすることを通
して、言葉が豊かになるようにすること。

(5)　園児が日常生活の中で、文字などを使いながら
思ったことや考えたことを伝える喜びや楽しさ
を味わい、文字に対する興味や関心をもつように
すること。

表現

〔感じたことや考えたことを自分なりに表現する
ことを通して、豊かな感性や表現する力を養い、
創造性を豊かにする。〕

１　ねらい
(1)　いろいろなものの美しさなどに対する豊かな

感性をもつ。
(2)　感じたことや考えたことを自分なりに表現し

て楽しむ。
(3)　生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を

楽しむ。
２　内容
(1)　生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きな

どに気付いたり、感じたりするなどして楽しむ。
(2)　生活の中で美しいものや心を動かす出来事に

触れ、イメージを豊かにする。
(3)　様々な出来事の中で、感動したことを伝え合う

楽しさを味わう。
(4)　感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで

表現したり、自由にかいたり、つくったりなどす
る。

(5)　いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ。
(6)　音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽

器を使ったりなどする楽しさを味わう。
(7)　かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊び

に使ったり、飾ったりなどする。
(8)　自分のイメージを動きや言葉などで表現した

り、演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう。
３　内容の取扱い

上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意す
る必要がある。

(1)　豊かな感性は、身近な環境と十分に関わる中で
美しいもの、優れたもの、心を動かす出来事など
に出会い、そこから得た感動を他の園児や保育教
諭等と共有し、様々に表現することなどを通して
養われるようにすること。その際、風の音や雨の
音、身近にある草や花の形や色など自然の中にあ
る音、形、色などに気付くようにすること。

(2)　幼児期の自己表現は素朴な形で行われること
が多いので、保育教諭等はそのような表現を受容
し、園児自身の表現しようとする意欲を受け止め
て、園児が生活の中で園児らしい様々な表現を楽
しむことができるようにすること。

(3)　生活経験や発達に応じ、自ら様々な表現を楽し
み、表現する意欲を十分に発揮させることができ
るように、遊具や用具などを整えたり、様々な素
材や表現の仕方に親しんだり、他の園児の表現に
触れられるよう配慮したりし、表現する過程を大
切にして自己表現を楽しめるように工夫するこ
と。

第４　教育及び保育の実施に関する配慮事項

１　満３歳未満の園児の保育の実施については、以
下の事項に配慮するものとする。

(1)　乳児は疾病への抵抗力が弱く、心身の機能の未
熟さに伴う疾病の発生が多いことから、一人一人
の発育及び発達状態や健康状態についての適切
な判断に基づく保健的な対応を行うこと。また、
一人一人の園児の生育歴の違いに留意しつつ、欲
求を適切に満たし、特定の保育教諭等が応答的に
関わるように努めること。更に、乳児期の園児の
保育に関わる職員間の連携や学校医との連携を
図り、第３章に示す事項を踏まえ、適切に対応す
ること。栄養士及び看護師等が配置されている場
合は、その専門性を生かした対応を図ること。乳
児期の園児の保育においては特に、保護者との信
頼関係を築きながら保育を進めるとともに、保護
者からの相談に応じ支援に努めていくこと。な
お、担当の保育教諭等が替わる場合には、園児の
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それまでの生育歴や発達の過程に留意し、職員間
で協力して対応すること。

(2)　満１歳以上満３歳未満の園児は、特に感染症に
かかりやすい時期であるので、体の状態、機嫌、食
欲などの日常の状態の観察を十分に行うととも
に、適切な判断に基づく保健的な対応を心掛ける
こと。また、探索活動が十分できるように、事故
防止に努めながら活動しやすい環境を整え、全身
を使う遊びなど様々な遊びを取り入れること。更
に、自我が形成され、園児が自分の感情や気持ち
に気付くようになる重要な時期であることに鑑
み、情緒の安定を図りながら、園児の自発的な活
動を尊重するとともに促していくこと。なお、担
当の保育教諭等が替わる場合には、園児のそれま
での経験や発達の過程に留意し、職員間で協力し
て対応すること。

２　幼保連携型認定こども園における教育及び保
育の全般において以下の事項に配慮するものと
する。

(1)　園児の心身の発達及び活動の実態などの個人
差を踏まえるとともに、一人一人の園児の気持ち
を受け止め、援助すること。

(2)　園児の健康は、生理的・身体的な育ちととも
に、自主性や社会性、豊かな感性の育ちとがあい
まってもたらされることに留意すること。

(3)　園児が自ら周囲に働き掛け、試行錯誤しつつ自
分の力で行う活動を見守りながら、適切に援助す
ること。

(4)　園児の入園時の教育及び保育に当たっては、で
きるだけ個別的に対応し、園児が安定感を得て、
次第に幼保連携型認定こども園の生活になじん
でいくようにするとともに、既に入園している園
児に不安や動揺を与えないようにすること。

(5)　園児の国籍や文化の違いを認め、互いに尊重す
る心を育てるようにすること。

(6)　園児の性差や個人差にも留意しつつ、性別など
による固定的な意識を植え付けることがないよ
うにすること。

第 3 章　健康及び安全

幼保連携型認定こども園における園児の健康及
び安全は、園児の生命の保持と健やかな生活の基本
となるものであり、第１章及び第２章の関連する事
項と併せ、次に示す事項について適切に対応するも
のとする。その際、養護教諭や看護師、栄養教諭や

栄養士等が配置されている場合には、学校医等と共
に、これらの者がそれぞれの専門性を生かしなが
ら、全職員が相互に連携し、組織的かつ適切な対応
を行うことができるような体制整備や研修を行う
ことが必要である。

第１　健康支援

１　健康状態や発育及び発達の状態の把握
(1)　園児の心身の状態に応じた教育及び保育を行

うために、園児の健康状態や発育及び発達の状態
について、定期的・継続的に、また、必要に応じ
て随時、把握すること。

(2)　保護者からの情報とともに、登園時及び在園時
に園児の状態を観察し、何らかの疾病が疑われる
状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡
するとともに、学校医と相談するなど適切な対応
を図ること。

(3)　園児の心身の状態等を観察し、不適切な養育の
兆候が見られる場合には、市町村（特別区を含む。
以下同じ。）や関係機関と連携し、児童福祉法第
25条に基づき、適切な対応を図ること。また、虐
待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童
相談所に通告し、適切な対応を図ること。

２　健康増進
(1)　認定こども園法第27条において準用する学校

保健安全法（昭和33年法律第56号）第５条の学
校保健計画を作成する際は、教育及び保育の内容
並びに子育ての支援等に関する全体的な計画に
位置づくものとし、全ての職員がそのねらいや内
容を踏まえ、園児一人一人の健康の保持及び増進
に努めていくこと。

(2)　認定こども園法第27条において準用する学校
保健安全法第13条第１項の健康診断を行ったと
きは、認定こども園法第27条において準用する
学校保健安全法第14条の措置を行い、教育及び
保育に活用するとともに、保護者が園児の状態を
理解し、日常生活に活用できるようにすること。

３　疾病等への対応
(1)　在園時に体調不良や傷害が発生した場合には、

その園児の状態等に応じて、保護者に連絡すると
ともに、適宜、学校医やかかりつけ医等と相談し、
適切な処置を行うこと。

(2)　感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その
発生や疑いがある場合には必要に応じて学校医、
市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとと
もに、保護者や全ての職員に連絡し、予防等につ
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いて協力を求めること。また、感染症に関する幼
保連携型認定こども園の対応方法等について、あ
らかじめ関係機関の協力を得ておくこと。

(3)　アレルギー疾患を有する園児に関しては、保護
者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切
な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関し
て、関係機関と連携して、当該幼保連携型認定こ
ども園の体制構築など、安全な環境の整備を行う
こと。

(4)　園児の疾病等の事態に備え、保健室の環境を整
え、救急用の薬品、材料等を適切な管理の下に常
備し、全ての職員が対応できるようにしておくこ
と。

第２　食育の推進

１　幼保連携型認定こども園における食育は、健康
な生活の基本としての食を営む力の育成に向け、
その基礎を培うことを目標とすること。

２　園児が生活と遊びの中で、意欲をもって食に関
わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事
を楽しみ合う園児に成長していくことを期待す
るものであること。

３　乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切
な援助が行われるよう、教育及び保育の内容並び
に子育ての支援等に関する全体的な計画に基づ
き、食事の提供を含む食育の計画を作成し、指導
計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に
努めること。

４　園児が自らの感覚や体験を通して、自然の恵み
としての食材や食の循環・環境への意識、調理す
る人への感謝の気持ちが育つように、園児と調理
員等との関わりや、調理室など食に関する環境に
配慮すること。

５　保護者や地域の多様な関係者との連携及び協
働の下で、食に関する取組が進められること。ま
た、市町村の支援の下に、地域の関係機関等との
日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう
努めること。

６　体調不良、食物アレルギー、障害のある園児な
ど、園児一人一人の心身の状態等に応じ、学校医、
かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応
すること。

第３　環境及び衛生管理並びに安全管理

１　環境及び衛生管理
(1)　認定こども園法第27条において準用する学校

保健安全法第6条の学校環境衛生基準に基づき
幼保連携型認定こども園の適切な環境の維持に
努めるとともに、施設内外の設備、用具等の衛生
管理に努めること。

(2)　認定こども園法第27条において準用する学校
保健安全法第6条の学校環境衛生基準に基づき
幼保連携型認定こども園の施設内外の適切な環
境の維持に努めるとともに、園児及び全職員が清
潔を保つようにすること。また、職員は衛生知識
の向上に努めること。

２　事故防止及び安全対策
(1)　在園時の事故防止のために、園児の心身の状態

等を踏まえつつ、認定こども園法第27条におい
て準用する学校保健安全法第27条の学校安全計
画の策定等を通じ、全職員の共通理解や体制づく
りを図るとともに、家庭や地域の関係機関の協力
の下に安全指導を行うこと。

(2)　事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プ
ール活動・水遊び中、食事中等の場面では重大事
故が発生しやすいことを踏まえ、園児の主体的な
活動を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指
導の工夫を行うなど、必要な対策を講じること。

(3)　認定こども園法第27条において準用する学校
保健安全法第29条の危険等発生時対処要領に基
づき、事故の発生に備えるとともに施設内外の危
険箇所の点検や訓練を実施すること。また、外部
からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練
など不測の事態に備え必要な対応を行うこと。更
に、園児の精神保健面における対応に留意するこ
と。

第４　災害への備え

１　施設・設備等の安全確保
(1)　認定こども園法第27条において準用する学校

保健安全法第29条の危険等発生時対処要領に基
づき、災害等の発生に備えるとともに、防火設備、
避難経路等の安全性が確保されるよう、定期的に
これらの安全点検を行うこと。

(2)　備品、遊具等の配置、保管を適切に行い、日頃
から、安全環境の整備に努めること。

２　災害発生時の対応体制及び避難への備え
(1)　火災や地震などの災害の発生に備え、認定こど

も園法第27条において準用する学校保健安全法
第29条の危険等発生時対処要領を作成する際に
は、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の
役割分担、避難訓練計画等の事項を盛り込むこ
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と。
(2)　定期的に避難訓練を実施するなど、必要な対応

を図ること。
(3)　災害の発生時に、保護者等への連絡及び子ども

の引渡しを円滑に行うため、日頃から保護者との
密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等につ
いて確認をしておくこと。

３　地域の関係機関等との連携
(1)　市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常

的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努め
ること。

(2)　避難訓練については、地域の関係機関や保護者
との連携の下に行うなど工夫すること。

第４章　子育ての支援

幼保連携型認定こども園における保護者に対す
る子育ての支援は、子どもの利益を最優先して行う
ものとし、第１章及び第２章等の関連する事項を踏
まえ、子どもの育ちを家庭と連携して支援していく
とともに、保護者及び地域が有する子育てを自ら実
践する力の向上に資するよう、次の事項に留意する
ものとする。

第１　子育ての支援全般に関わる事項

１　保護者に対する子育ての支援を行う際には、各
地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者
の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、
保護者の自己決定を尊重すること。

２　教育及び保育並びに子育ての支援に関する知
識や技術など、保育教諭等の専門性や、園児が常
に存在する環境など、幼保連携型認定こども園の
特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子
育ての喜びを感じられるように努めること。

３　保護者に対する子育ての支援における地域の
関係機関等との連携及び協働を図り、園全体の体
制構築に努めること。

４　子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者
や子どものプライバシーを保護し、知り得た事柄
の秘密を保持すること。

第２　幼保連携型認定こども園の園児の保護者に対す

る子育ての支援

１ 日常の様々な機会を活用し、園児の日々の様子の
伝達や収集、教育及び保育の意図の説明などを通

じて、保護者との相互理解を図るよう努めること。
２　教育及び保育の活動に対する保護者の積極的

な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向
上に寄与するだけでなく、地域社会における家庭
や住民の子育てを自ら実践する力の向上及び子
育ての経験の継承につながるきっかけとなる。こ
れらのことから、保護者の参加を促すとともに、
参加しやすいよう工夫すること。

３　保護者の生活形態が異なることを踏まえ、全て
の保護者の相互理解が深まるように配慮するこ
と。その際、保護者同士が子育てに対する新たな
考えに出会い気付き合えるよう工夫すること。

４　保護者の就労と子育ての両立等を支援するた
め、保護者の多様化した教育及び保育の需要に応
じて病児保育事業など多様な事業を実施する場
合には、保護者の状況に配慮するとともに、園児
の福祉が尊重されるよう努め、園児の生活の連続
性を考慮すること。

５　地域の実態や保護者の要請により、教育を行う
標準的な時間の終了後等に希望する園児を対象に
一時預かり事業などとして行う活動については、
保育教諭間及び家庭との連携を密にし、園児の心
身の負担に配慮すること。その際、地域の実態や保
護者の事情とともに園児の生活のリズムを踏まえ
つつ、必要に応じて、弾力的な運用を行うこと。

６　園児に障害や発達上の課題が見られる場合に
は、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつ
つ、保護者に対する個別の支援を行うよう努める
こと。

７　外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭
の場合には、状況等に応じて個別の支援を行うよ
う努めること。

８　保護者に育児不安等が見られる場合には、保護
者の希望に応じて個別の支援を行うよう努める
こと。

９　保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、
市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域
協議会で検討するなど適切な対応を図ること。ま
た、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又
は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。

第３　地域における子育て家庭の保護者等に対す

る支援

１　幼保連携型認定こども園において、認定こども
園法第２条第12項に規定する子育て支援事業を
実施する際には、当該幼保連携型認定こども園が
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もつ地域性や専門性などを十分に考慮して当該
地域において必要と認められるものを適切に実
施すること。また、地域の子どもに対する一時預
かり事業などの活動を行う際には、一人一人の子
どもの心身の状態などを考慮するとともに、教育
及び保育との関連に配慮するなど、柔軟に活動を
展開できるようにすること。

２　市町村の支援を得て、地域の関係機関等との積
極的な連携及び協働を図るとともに、子育ての支
援に関する地域の人材の積極的な活用を図るよ
う努めること。また、地域の要保護児童への対応
など、地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護
児童対策地域協議会など関係機関等と連携及び
協力して取り組むよう努めること。

３　幼保連携型認定こども園は、地域の子どもが健
やかに育成される環境を提供し、保護者に対する
総合的な子育ての支援を推進するため、地域にお
ける乳幼児期の教育及び保育の中心的な役割を
果たすよう努めること。
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